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太田市議会の概要 

 

１ 市の概要                                              　　      　  令和８年４月１日現在 

 

２ 産業別就業人口　 （令和２年国勢調査） 

 
 
 
 
 
 

 
 
３ 職員数　　　　　  令和８年４月１日現在  

 

 市 制 施 行 日 平成17年３月28日

 所 在 地 〒373-8718　群馬県太田市浜町２番35号

  電 話 
 フ ァ ッ ク ス 
ホ ー ム ペ ー ジ

 （0276）47-1111（代表） 

（0276）47-1888 

http://www.city.ota.gunma.jp/
 

 市 の あ ら ま し

平成17年３月28日に太田市、尾島町、新田町及び藪塚本町の１市３町が

新設合併し、新「太田市」が誕生しました。本市は､東京都心から80㎞圏

の関東平野北西部に位置し、南側には利根川、北側には渡良瀬川が流れ、

標高239mの金山と八王子丘陵のほかは、標高30mから110mの概ね平坦な

地形となっています。
 キ ャ ッ チ フ レ ー ズ みんなの笑顔がすぐそばにあるまち　おおた

 面 積 面積　175.54㎢

 平 均 気 温 14～15℃

 都 市 形 態 内陸性工業都市

 利 用 交 通 機 関 東武伊勢崎線太田駅下車0.5km

 世 帯 数 令和８年３月末 104,875世帯

  
人口

令和８年３月末 222,049人（男　114,029人、女　108,020人）

 令和２年国調 223,014人

 区    分 定 数 実 数

 市 長 部 局 940 930
 議 会 事 務 局 12 12
 選挙管理委員会事務局 4 4
 監 査 委 員 事 務 局 8 7
 公平委員会事務局 0 0
 農業委員会事務局 12 12
 教 育 委 員 会 170 158
 消 防 本 部 350 349
 公 営 企 業 0 0
 計 1,496 1,472

 総    数 106,996 人 100.0 ％

 第１次産業 3,340 人 3.1 ％

 第２次産業 40,364 人 37.7 ％

 第３次産業 59,476 人 55.6 ％

 分類不能 3,816 人 3.6 ％



　

2

４ 議会関係  
 [ 議員数 ] 

 

 [ 会派及び会 ]　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年５月28日現在 

 
※所属議員２人以上を会派、会派のうち所属議員が２人以上を交渉会派とする。（　）内は女性議員の人数。  

 
[ 年齢別構成 ]　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　 令和８年５月28日現在 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※最年長78歳、最年少28歳 

 

[ 委員会 ] 

 条例定数 30人 現員数 30人

 区   分 公 明 党 日本共産党 立憲民主党 無 所 属 合   計

 志 友 会 １ ８ ９

 太 田 ク ラ ブ ６(１) ６(１)

 創 政 ク ラ ブ ４ ４

 公 明 党 ４(１) ４(１)

 市民ファーストの会 ３(１) ３(１)

 市 民 の 会 １ １

 日 本 共 産 党 １ １

 弦 音 会 １(１) 1(１)
 新　　 誠　　 会 １ １
 計 ４(１) 　１ １ 24(３) 30(４)

 年齢別 20代 30代 40代 50代 60代 70代 平均年齢

 人　員 １人 ３人 ６人 ８人 ７人 ５人 54.9歳

 名  称 定 数 現 員 所          管

 

総 務 企 画 ８ ８

秘書室、おおた未来戦略部、デジタル戦略部、総務部、会計課、 

消防本部、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、固定資産評価

審査委員会
 

市 民 文 教 ８ ８ 市民生活部、地域振興部、文化スポーツ部、教育委員会

 
健 康 福 祉 ７ ７ 福祉こども部、健康医療部

 
都 市 産 業 ７ ７ 産業環境部、農政部、都市政策部、行政事業部、農業委員会

 ※委員長１人、副委員長１人。 

 
 

 定 数 現 員 選　　　出　　　方　　　法　　　等

 
　８※ ８

会派の構成人数に0.31（8/26）を乗じ、会派ごとの選出人数を決定する。 

会派に所属していない議員には傍聴のみを認める。

 ※委員長１人、副委員長１人。必要に応じ、定数に２人を限度として増員できる。

○ 常任委員会（任期１年） 

○ 議会運営委員会（任期１年）
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[ 本会議 ] 

議案等の事前説明 

 

議案に対する質疑 

 

 

 

 

 

 

一般質問 

 

 

 

委員会の記録

事務局職員による要点筆記

 予算・決算特別委員会は本会議と同様録音データ反訳による会議録を作成する。 

（反訳印刷　50部）
 

委員会の傍聴
住所及び氏名を記入した傍聴申請書を議会事務局に提出し、一般傍聴券の交付

を受けた後、委員長より傍聴を許可する。

 

正副議長の交代制

議　長　　申し合わせにより１年。 

ただし、２年を限度とし、再選することを妨げない。
 副議長　　申し合わせにより１年。

 
本会議の記録

録音データ反訳による会議録を作成する。 

反訳から印刷まで一括委託する（反訳印刷　50部）。

 

 名  称 定 員 現 員 目          的 選出方法
 

災害対策 

調　 査
８ ８

想定される豪雨災害、大規模地震などの自然災害

のリスクに対し、市民の生命、身体及び財産を守る

ための防災・減災対策について調査研究を行う。
会派の構成人数に

0.31（8/26）を乗じ、

会派ごとの選出人

数を決定する。

  

デジタル社会 

推進調査
８ ８

デジタル社会の進展に伴う行政運営や地域社会

の様々な課題に対し、市民サービスの向上に資す

るデジタル技術の活用について調査研究を行う。

 

 名  称 審   査   方   法 選出方法
 予  算 ３月定例会において設置し、一般・特別・企業会計の予算審査を行う。

今後の協議
 決  算 ９月定例会において設置し、一般・特別・企業会計の決算審査を行う。

 招集告示前に開催する会派代表者会議で市長提出人事案件について市長が説明を行い、招集告示日翌日

に開催する議会運営委員会で市長提出人事案件を含む全議案について総務部副部長が説明を行う。

 通告制採用の有無 有

 発言回数の制限 ３回

 発言時間の制限 30分（答弁時間も含む）

 質問者数の制限 制限なし（議長を除く）

 質問時間の制限 50分（答弁時間も含む）

 質問回数の制限 制限なし

 質　  問 　方 　法 一問一答方式又は一括質問方式を選択

 質問通告提出の期限 招集告示日３日前の午後３時まで

 質問順位の決め方 通告順

ただし、一括議題となっている

複数の議案に対する質疑は答弁

時間も含めて50分 
 
３月定例会における総括質疑は代表総括質疑と総括質疑を行い、議案に対する質疑の例により質問方法は一括 
質問方式とし、発言回数は３回まで、発言時間は一般質問と同様50分とする。 

○ 特別委員会（任期１年　※ただし、予算・決算については付託事件審査終了まで）



　

4

[ 請願・陳情 ] 

請願の取扱い 

陳情の取扱い　 

※議会運営委員会で協議のうえ、特に重要な陳情については所管委員会において審査することもある。 

審査結果の取扱い 

 

[ 政務活動費 ] 

※政務活動費は会派・会に支給する。 

 

 

[ 議員報酬等 ] 

 

[ 議会報 ] 

 

 

 定例会開会７日前の正午までに提出さ

れた請願(正午以降は翌日扱い)

定例会第１日に請願文書表を議場配付し、所管の委員会に付託

し審査する。
 定例会開会６日前から閉会３日前まで

に提出された請願

定例会最終日に請願文書表を議場配付し、閉会中の継続審査と

する。
 その後に提出された請願 次の定例会での取扱いとする。

 定例会開会７日前の正午までに提出さ

れた陳情(正午以降は翌日扱い)
陳情文書表をその定例会の第１日に議場配付する。

 定例会開会６日前から閉会３日前まで

に提出された陳情
その定例会最終日に陳情文書表を議場配付する。

 その後に提出された陳情 次の定例会での取扱いとする。

 請願については請願者に対して結果の通知をしているが、陳情については行っていない。

 平成19年４月１日適用 平成19年４月１日適用

 職  名 金　額 職  名 金  額

 議  長 560,000円 市  長 1,010,000円

 副議長 515,000円 副市長 855,000円

 委員長 ― 教育長 735,000円
 議  員 485,000円

 

 期末手当 ６月(2.325)・12月(2.325)（4.65ケ月分）

 名   称 おおた市議会だより（広報おおたに組込み）

 発行回数 通常年５回（臨時号発行の場合あり）

 発 行 月 定例会閉会後発行可能な月

 発行部数 １回につき59,700部（変動あり）

 
規    格

タブロイド版　再生紙100％（白色度70％以上）四六版　55Ｋ 

15文字×63行　４段組  

 印刷方式 オフセット印刷 
 配布方法 新聞折込み等による配布

 会派・会 １人 430,000円／年
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５ 予算関係 

[ 令和８年度一般会計予算款別内訳 ] 

 

（ 歳入 ）           　　　　　　　　　 （単位：千円・％）   （ 歳出 ）　　　　　　　　　      　　　（単位：千円・％） 

 

[ 歳出性質別内訳 ] 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　 （単位：千円・％） 

 区　　分 予　算 構成比 区　　分 予　算 構成比

 　１　市税 42,683,508 43.6 　１　議会費 465,312 0.5
 　２　地方譲与税 804,636 0.8 　２　総務費 12,226,551 12.5
 　３　利子割交付金 55,000 0.1 　３　民生費 42,004,738 42.9
 　４　配当割交付金 270,000 0.3 　４　衛生費 7,170,023 7.3
 　５　株式等譲渡所得割交付金 259,000 0.3 　５　労働費 76,827 0.1
 　６　法人事業税交付金 760,000 0.8 　６　農林水産業費 2,027,320 2.1
 　７　地方消費税交付金 6,480,000 6.6 　７　商工費 1,948,066 2.0
 　８　ゴルフ場利用税交付金 30,897 0.0 　８　土木費 10,410,488 10.6
 　９　環境性能割交付金 20,000 0.0 　９　消防費 4,415,615 4.5
 10 地方特例交付金 396,001 0.4 10 教育費 11,327,961 11.5
 11 地方交付税 300,000 0.3 11 災害復旧費 1 0.0
 12 交通安全対策特別交付金 40,000 0.0 12 公債費 5,827,097 5.9
 13 分担金及び負担金 927,269 1.0 13 諸支出金 1 0.0
 14 使用料及び手数料 1,456,218 1.5 14 予備費 100,000 0.1
 15 国庫支出金 19,011,113 19.4 歳 　出　 合　 計 98,000,000 100.0
 16 県支出金 9,035,194 9.2
 17 財産収入 204,843 0.2  
 18 寄附金 311,004 0.3
 19 繰入金 8,371,225 8.5 [ 歳入財源内訳 ] （単位：千円・％）

 20 繰越金 100,000 0.1 区　　分 予　算 構成比

 21 諸収入 2,127,792 2.2 自主財源 56,181,859 57.4
 22 市債 4,356,300 4.4 依存財源 41,818,141 42.6

 歳  入  合　計 98,000,000 100.0

 区　　分 予　　算 構成比 区　　分 予　　算 構成比

 義 人件費 17,086,384 17.5 　 

そ 

の 

他 

経 

費

物件費 16,615,759 17.0
 務 扶助費 28,111,043 28.7 維持補修費 536,587 0.5
 的 経 公債費 5,827,097 5.9 補助費等 10,135,341 10.3
 費 小  計 51,024,524 52.1 積立金 78,951 0.1
 投 

資 経 

的 費

普通建設事業費 11,185,254 11.4 貸付金 996,310 1.0
 災害復旧費 1 0.0 繰出金 7,327,268 7.5
 小  計 11,185,255 11.4 その他 100,005 0.1
 小　計 35,790,221 36.5
 合 計 98,000,000 100.0
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[ 令和８年度各会計予算 ] 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       （単位：千円・％） 

 

[ 財政力（決算状況）] 　 

 区    分 予　　算 対前年増減率

 一 般 会 計 98,000,000 ▲ 1.8

 特 別 会 計 42,534,717 2.2

 国民健康保険 19,575,668 0.2

 後期高齢者医療 4,140,000 16.6
 八王子山墓園 87,832 ▲ 4.4
 介護保険 18,478,000 1.5

 太陽光発電事業 253,217 1.0

 下水道事業等会計 7,279,566 ▲ 0.2

 合　　　　　計 147,814,283 ▲ 0.6

 年度 市町村名 財政力指数 実質収支比率 経常一般財源比率 経常収支比率

 

Ｈ16

旧太 田 市 0.977

9.4 103.7 91.8
 旧尾 島 町 0.730

 旧新 田 町 0.877

 旧藪塚本町 0.720

 Ｈ17 太田市 0.965 4.8 100.3 90.7

 Ｈ18 太田市 0.995 4.5 105.3 92.8

 Ｈ19 太田市 1.032 5.5 100.5 95.8

 Ｈ20 太田市 1.046 3.5  95.8 95.5

 Ｈ21 太田市 1.045 3.3  92.0 98.7

 Ｈ22 太田市 0.997 4.8 93.1 92.1

 Ｈ23 太田市 0.953 3.5 95.3 93.7

 Ｈ24 太田市 0.924 3.7 94.3 93.3

 Ｈ25 太田市 0.928 4.2 93.9 92.0

 Ｈ26 太田市 0.936 4.9 115.0 80.9

 Ｈ27 太田市 0.982 5.0 96.2 89.9

 Ｈ28 太田市 1.010 6.8 104.4 86.4

 Ｈ29 太田市 1.060 4.9 91.0 93.8

 Ｈ30 太田市 1.036 4.2 106.2 90.5

 Ｒ１ 太田市 1.029 4.3 97.9 99.1

 Ｒ２ 太田市 0.989 4.9 99.7 92.8

 Ｒ３ 太田市 0.972 6.3 99.1 87.5

 Ｒ４ 太田市 0.950 7.2 104.7 91.0

 Ｒ５ 太田市 0.939 7.3 105.5 92.1

 Ｒ６ 太田市 0.946 5.4 112.7 87.8


